
○二戸市スポーツ交流事業補助金交付要綱 

平成27年５月１日告示第30号 

改正 

平成28年３月29日告示第16号 

平成29年３月30日告示第27号 

二戸市スポーツ交流事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」の開催決定を契機と

して、交流人口の拡大や地域の活性化に資するスポーツ大会及び交流試合等（以下

「大会等」という。）を開催する団体が実施する事業に係る経費等に対し、予算の

範囲内で補助することについて、二戸市補助金交付規則（平成18年二戸市規則第60

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

大会等を実施する団体のうち、市長が認める団体とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものと

する。ただし、小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟又は高等学校

野球連盟が主催する事業は除くものとする。 

(１) 市内のスポーツ施設、教育施設又は市長が認める施設を活用して行う事業 

(２) 大会等の日程が２日間以上の事業 

(３) 当該年度の３月31日までに完了となる事業 

(４) 次のいずれかを満たす事業 

ア 大会等へ参加する二戸管外（二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町以外をいう。

以下同じ。）の選手、指導者及び市長が必要と認める引率者（以下「選手等」

という。）10名以上が市内の宿泊施設に宿泊して行う事業 

イ 大会等へ参加する選手の半数以上が二戸管外の選手である宿泊を伴わない事

業で、二戸管外の選手が10名以上参加するもの 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。 



(１) 大会等の事業実施に要する経費 

(２) 選手等が市内の宿泊施設へ支払う宿泊費 

２ 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１ ) 第３条第４号アに該当する事業については、宿泊する選手等１名当たり

5,000円とし、１事業当たり10万円を上限とする。 

(２) 前号の場合、選手等が旅館・ホテル業を営む市内の宿泊施設に宿泊するとき

は、選手等１名当たり1,000円を加算することができる。 

(３ ) 第３条第４号イに該当する事業については、二戸管外の選手１名当たり

2,000円とし、１事業当たり５万円を上限とする。 

（補助金の減額） 

第５条 市長は、災害その他やむを得ない事由により、第３条第４号アに該当する事

業については、選手等が10名に達しない場合、第３条第４号イに該当する事業につ

いては、二戸管外の選手が10名に達しない場合、補助金の額を減額するものとする。  

（申請手続） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次の各号に掲げる書類を事前

に市長に提出しなければならない。 

(１) 二戸市スポーツ交流事業補助金交付申請書（様式第１号） 

(２) 事業計画書（様式第３号） 

(３) 収支予算書（様式第４号） 

(４) 補助金団体調書（様式第５号） 

２ 市長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付を決定し、二戸市スポーツ交流事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）を交付するものとする。 

（変更承認申請手続） 

第７条 補助対象者は、申請内容に変更が生じた場合は、関係書類を添えて二戸市ス

ポーツ交流事業補助金変更承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による補助事業の変更の申請があったときは、その内容を審

査し、必要に応じて補助金の交付決定を変更し、二戸市スポーツ交流事業補助金変

更決定通知書（様式第７号）を交付するものとする。 



（補助金の請求及び交付） 

第８条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類及び

その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 

(１) 二戸市スポーツ交流事業補助金交付請求書（様式第８号） 

(２) 事業実績書（様式第３号） 

(３) 収支決算書（様式第４号） 

(４) 宿泊者名簿（様式第９号） 

(５) 参加者名簿（様式第10号） 

２ 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（前金払） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の９割以内の額を前金払するこ

とができる。 

２ 補助対象者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、二戸市スポーツ交流

事業補助金前金払請求書（様式第11号）を市長に提出しなければならない。 

（書類整備等） 

第10条 補助対象者は、市長の請求により、支出証拠書類及び関係諸帳簿等を速やか

に提出できるよう整備するとともに、補助金交付に関する一切の書類を５年間保管

しなければならない。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成27年５月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日告示第16号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月30日告示第27号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

 



様式第２号（第６条関係） 

 



様式第３号（第６条、第８条関係） 

 



様式第４号（第６条、第８条関係） 

 



様式第５号（第６条関係） 

 



様式第６号（第７条関係） 

 



様式第７号（第７条関係） 

 



様式第８号（第８条関係） 

 



様式第９号（第８条関係） 

 



様式第10号（第８条関係） 

 



様式第11号（第９条関係） 

 


